
◎公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整

備に関する法律 
（平成一五年七月二日法律第一○二号）   

一、提案理由（平成一五年五月八日・参議院厚生労働委員会） 

○副大臣（鴨下一郎君） ただいま議題となりました公益法人に係る改革を推進するた

めの厚生労働省関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 政府におきましては、国から公益法人等が委託等を受けて行っている検査、検定、資

格付与等の事務及び事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点からの見直しを

行うため、平成十四年三月に公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣

議決定したところであります。 

 今般、この計画の実施の一環として、厚生労働省関係の六法律において、厚生労働大

臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定する制度から、法律で定める一定の要件

に適合し、かつ、行政の裁量の余地のない形で登録を受けた者がこれを行う制度へと改

める等の措置を講じることを目的として、この法律案を提出することとした次第であり

ます。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、水道法、建築物における衛生的

環境の確保に関する法律、労働安全衛生法、作業環境測定法及び薬事法及び採血及び供

血あっせん業取締法の一部を改正する法律の六法律に基づき実施される研修等について、

厚生労働大臣の指定する者による実施から、厚生労働大臣の登録を受けた者による実施

に改めることとしております。 

 第二に、厚生労働大臣は、登録を申請した者が、これらの各法律に規定する登録基準

に適合しているときは、登録をしなければならないこととしております。 

 第三に、厚生労働大臣の登録を受けた者について、これらの各法律において、研修等

の実施義務、業務規程等の届出、財務諸表等の備付け、登録基準への適合命令、研修等

の実施義務違反に係る改善命令、登録の取消し等の規定を整備することとしております。 

 なお、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十六年三月三十一日までの間におい

て政令で定める日としております。 

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、参議院厚生労働委員長報告（平成一五年五月一四日） 

○金田勝年君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 

 本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、厚生労働省が所管する精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律等の六法律に基づき実施されている研修等について、厚



生労働大臣等の指定する者による実施から、法律で定める一定の要件に適合するものと

して登録を受けた者による実施へと改める等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、公益法人制度の抜本改革の方向性、登録制度化した理由とそ

の効果、公益法人に対する補助金の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細

は会議録によって御承知を願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月一三日） 

一、公益法人が国から委託、推薦等を受けて実施している検査・認定・資格付与等の事

務・事業を、登録機関による実施に改める際には、その登録要件を広く国民に明らか

にするとともに、登録手続がスムースに行われるよう体制の整備を図ること。 

二、登録機関による実施に移行した後も、検査・認定・資格付与等の事務・事業の一層

の整理・合理化に努めるとともに、その必要性について定期的に検証を行い、必要性

が認められない制度については廃止すること。 

三、平成十四年三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実

施計画」に基づいて講じられた具体的措置内容を逐次公表するとともに、同計画の対

象となっていない事務・事業等についても検証を行い、必要な見直しを行うこと。 

四、すべての公益法人において、役員名簿への公務員出身者の最終官職の付記が行われ

るよう指導を強化するとともに、財務諸表を含め所管する法人に係る情報を簡易な方

法で入手できるよう努めること。 

五、公益法人制度の抜本的改革については、できるだけ速やかに、制度の基本的枠組み、

改革スケジュール、税制の在り方等の取りまとめを行い、これに従って改革の具体化

を図ること。 

 右決議する。 

三、衆議院厚生労働委員長報告（平成一五年六月二四日） 

○中山成彬君 ただいま議題となりました公益法人に係る改革を推進するための厚生労

働省関係法律の整備に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び

結果を御報告申し上げます。 

 本案は、公益法人に係る改革を推進するため、平成十四年三月に閣議決定された公益

法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画の実施の一環として、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律等、厚生労働省が所管する六法律について、所要の措置を講

じようとするもので、その主な内容は、国から委託等を受けて公益法人等が行っている



検査、検定、資格付与等の事務事業について、厚生労働大臣がこれを行わせる者を指定

する制度から、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた者がこれを

行う制度に改めること等であります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十日本委員会に付託され、翌十一日坂口

厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日質疑を行い、討論の後、採決を行っ

た結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第でありま

す。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年六月一三日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一 公益法人制度の抜本的改革については、できるだけ速やかに、制度の基本的枠組み、

改革スケジュール、税制の在り方等の取りまとめを行い、これに従って改革の具体化

を図ること。 

二 公益法人が国から委託、推薦等を受けて実施している検査・認定・資格付与等の事

務・事業を、登録機関による実施に改める際には、新規参入が可能となるようその登

録要件を広く国民に明らかにするとともに、登録手続がスムースに行われるよう体制

の整備を図ること。 

三 登録機関による実施に移行した後も、検査・認定・資格付与等の事務・事業の一層

の整理・合理化に努めるとともに、その必要性について定期的に検証を行い、必要性

が認められない制度については速やかに廃止すること。 

四 平成十四年三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実

施計画」に基づいて講じられた具体的措置内容を逐次公表するとともに、同計画の対

象となっていない事務・事業等についても検証を行い、必要な見直しを行うこと。 

五 すべての公益法人において、役員名簿への公務員出身者の最終官職の付記が行われ

るよう指導を強化するとともに、財務諸表を含め所管する法人に係る情報を簡易な方

法で入手できるよう努めること。 

六 登録機関による実施に移行した後も、検査・検定による安全性の確保が適切に行わ

れるよう配慮すること。 


